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■　令和４年中における少年非行の概況　■

★　非行少年等の検挙・補導人員は４，６１９人で、前年に比べ６０６人（１５．１％）増加しています。
★　刑法による少年の検挙・補導人員は１９０人で、前年に比べ７人（３．６％）減少しています。
★　２０歳以上の者を含めた刑法による検挙・補導（２，７１６人）に占める非行少年（刑法）の割合は
　７．０％で前年比で０．５ポイント減少しています。
★　刑法により検挙・補導された少年のうち中・高校生は９６人で、前年に比べ１６人（１４．３％）減少
　しているものの、依然として刑法による検挙・補導少年の主流（５０．５％）となっています。
★　刑法犯少年の再犯者率は２８．６％で、前年に比べ０．２ポイント増加しています。
★　不良行為少年は４，３８３人で、前年に比べ６２６人（１６．７％）増加しています。
★　不良行為少年の行為別では深夜はいかいと不健全娯楽で全体の７５．８％を占めています。
★　不良行為少年のうち、中・高校生は３，６９０人で、全体の８４．２％を占めています。
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風 俗 犯 そ の 他

令 和 ４ 年 190 7 38 86 10 9 40

年別＼区分 総 数 （ 人 ） 凶 悪 犯 粗 暴 犯 窃 盗 犯 知 能 犯

16 42

増 減 -7 4 -3 -1 2 -7 -2

令 和 ３ 年 197 3 41 87 8

-43.8 -4.8増減率( ％) -3.6 133.3 -7.3 -1.1 25.0

年別＼区分 総 数 （ 人 ） 小 学 生 中 学 生 高 校 生 他 学 生 有職少年 無職少年

令 和 ４ 年 190 19 35 61 22 33 20

32 14

増 減 -7 -5 -9 -7 7 1 6

令 和 ３ 年 197 24 44 68 15

3.1 42.9増減率( ％) -3.6 -20.8 -20.5 -10.3 46.7



６　不良行為少年の行為別補導状況

７　不良行為少年の学区職別補導状況

・　少年･･･２０歳未満の者をいう。
・　非行少年･･･犯罪少年、触法少年及びぐ犯少年をいう。
・　非行少年等･･･非行少年及び不良行為少年をいう。
・　犯罪少年･･･１４歳以上で罪を犯した少年をいう。
・　触法少年･･･１４歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年をいう。
・　刑法犯少年･･･刑法の罪を犯した犯罪少年で、犯行時及び処理時の年齢がともに１４歳以上２０歳未満の少年をいう。
・　触法少年（刑法）･･･刑法の罪に触れる行為をした触法少年をいう。
・　特別法犯少年･･･特別法の罪を犯した犯罪少年をいい、犯行時の年齢が１４歳以上２０歳未満の少年をいう。
・　触法少年（特別法）･･･特別法の罪に触れる行為をした触法少年をいう。
・　ぐ犯少年･･･保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど、一定の理由があって、その性格又は環境から判断して、
　　　　　　　 将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年をいう。
・　不良行為少年･･･非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜はいかい、その他自己又は他人の徳性を害する行為を
　　　　　　　　　 している少年をいう。
・　検挙・補導人員･･･警察で検挙し、又は補導した人員をいう。

用　　語　　例

年別＼区分 総 数 （ 人 ） 深夜はいかい 喫 煙 飲 酒 不 健 全 娯 楽 粗暴行為 そ の 他

令 和 ４ 年 4,383 2,064 398 120 1,257 215 329

34 128

令 和 ３ 年 3,757 1,854 326 82 1,000 168 327

う ち 女子 1,558 527 38 30 801

26 134

増 減 626 210 72 38 257 47 2

う ち 女子 1,310 453 26 32 639

30.8 -4.5う ち 女子 18.9 16.3 46.2 -6.3 25.4

8 -6

増減率( ％) 16.7 11.3 22.1 46.3 25.7 28.0 0.6

う ち 女子 248 74 12 -2 162

総数（人）
小学生以

下
高 校 生 大 学 生

その他の
学 生

有職少年

4,383 145 2,933 34 36 297

1,558 34 1,116 9 8 47

3,757 81 2,559 23 46 292

1,310 20 952 5 11 38

626 64 374 11 -10 5

248 14 164 4 -3 9

16.7 79.0 14.6 47.8 -21.7 1.7

18.9 70.0 17.2 80.0 -27.3 23.7

うち女子 293 51

年別＼区分 中 学 生 無職少年

令 和 ４ 年 757 181

うち女子 242 42

増 減 185 -3

令 和 ３ 年 572 184

うち女子 21.1 21.4

うち女子 51 9

増 減 率 （ ％ ） 32.3 -1.6


